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ご
み
収
集
な
ど
に
つ
い
て
の

お
知
ら
せ

祝
日
の
ご
み
収
集
に
つ
い
て

９
月
17
日

と
10
月
８
日

の
両

祝
日
は
、
通
常
通
り
収
集
を
行
い
ま

す
。
た
だ
し
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の

直
接
搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

河
瀬
、
亀
山
、
稲
枝
学
区
は

「
缶
・
金
属
類
」の
収
集
も
行
い
ま
す
。

９
月
24
日

は
、
収
集
は
行
い
ま

せ
ん
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
家

庭
に
配
付
し
て
あ
る
「
ご
み
収
集
カ

レ
ン
ダ
ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

事
業
系
ご
み
に
つ
い
て

事
業
系
活
動
か
ら
出
る
燃
や
せ
る

ご
み
を
地
域
の
集
積
所
に
出
さ
れ
る

場
合
に
は
、
必
ず
次
の
こ
と
を
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

▼
集
積
所
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
地
元
自
治
会
の
了
解
を
得
て

く
だ
さ
い
。

▼
ご
み
は
必
ず
指
定
専
用
袋
に
入

れ
、
定
め
ら
れ
た
金
額
の
特
別
収

集
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
収
集
証
紙
は
、

生
活
環
境

課
、

清
掃
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
支

所
・
出
張
所
で
販
売
し
て
い
ま

す
。（
50
枚
綴
り
、
10
枚
綴
り
の

２
種
類
）

冊
子
「
事
業
者
用
ご
み
の
出
し
方

豆
知
識
」
が
必
要
な
と
き
は
、

清

掃
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

事
業
系
指
定
専
用
袋
の

名
称
が
変
わ
り
ま
し
た

営
利
目
的
に
関
係
な
く
事
業
活
動

に
伴
っ
て
出
る
ご
み
は
、
事
業
系
ご

み
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
営
業
用
燃
や

せ
る
ご
み
」
専
用
袋
を
「
事
業
用
燃

や
せ
る
ご
み
」
専
用
袋
に
名
称
変
更

し
ま
し
た
。

お
手
持
ち
の
「
営
業
用
燃
や
せ
る

ご
み
」
専
用
袋
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

粗
大
ご
み
の
搬
入
規
制
に
ご
協
力
を

次
の
期
間
は
、
粗
大
ご
み
の
持
ち

込
み
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
ち
込
み
を
制
限
す
る
期
間

▼
事
業
所
か
ら
の
持
ち
込
み

９
月
18
日

〜
10
月
５
日

▼
一
般
家
庭
か
ら
の
持
ち
込
み

10
月
１
日

〜
同
５
日

問
い
合
わ
せ
先

清
掃
セ
ン
タ
ー

管
理
課

22
２
７
３
４
番

納
付
が
困
難
な
と
き
の
、
国

民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

国
民
年
金
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
申
請
免
除

本
人
、
配
偶

者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
「
全

額
」
ま
た
は
「
一
部
」
が
免
除
さ

れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
７

月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

若
年
者
納
付
猶
予

30
歳
未
満
の

本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、

原
則
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で

（
途
中
で
30
歳
に
到
達
す
る
人
は

到
達
す
る
月
の
前
月
ま
で
）
で
す
。

学
生
納
付
特
例
　
学
生
本
人
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間
は
、
原
則
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
で
す
。（
申
請
に
は
、

学
生
証
が
必
要
で
す
）

免
除
や
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た

期
間
は
、
将
来
支
給
さ
れ
る
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
万

一
の
病
気
や
事
故
の
と
き
に
支
給
さ

れ
る
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
と
き
は
、
保
険
料
を

納
め
た
場
合
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
一
部
免
除
に
つ
い
て

は
、
残
り
の
保
険
料
の
納
付
が
な
け

れ
ば
、
未
納
と
同
じ
取
扱
い
に
な
り

ま
す
。

平
成
18
年
度
に
保
険
料
の
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
人
の
う
ち
、
平
成
19
年
度
以

降
も
引
き
続
き
同
じ
全
額
免
除
ま
た

は
、
若
年
者
納
付
猶
予
を
申
請
時
に

希
望
し
た
人
は
、
申
請
手
続
き
は
不

要
で
す
。
た
だ
し
、
退
職
や
被
災
な

ど
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
承
認
さ
れ

た
場
合
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
世
帯

構
成
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は

改
め
て
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申
請
先

保
険
年
金
課
、
支
所
・

各
出
張
所
、
彦
根
社
会
保
険
事
務

所
国
民
年
金
業
務
課

申
請
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
か

基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
、

印
鑑
、
窓
口
に
来
ら
れ
る
人
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
ま
た
、

平
成
19
年
１
月
２
日
以
降
に
彦
根

市
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
19
年

度
（
平
成
18
年
中
）
の
所
得
額
と

控
除
の
状
況
が
分
か
る
書
類
、
退

職
に
よ
り
免
除
や
納
付
猶
予
の
申

請
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
雇
用
保

険
の
離
職
票
な
ど
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
年

金
係

30

６
１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
22
１
３
９
４
番

雇
用
保
険
法
が
変
わ
り
ま
す

雇
用
保
険
の
受
給
資
格
要
件
が
変

わ
り
ま
す
。（
10
月
１
日
以
降
に

退
職
す
る
人
が
対
象
）

▼
週
所
定
労
働
時
間
に
よ
る
被
保
険

者
区
分
（
一
般
・
短
時
間
）
が
な

く
な
り
ま
す
。

▼
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
離

職
の
日
の
前
２
年
間
に
12
か
月

（
月
11
日
以
上
の
勤
務
）
の
被
保

険
者
期
間
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
さ

れ
た
人
は
、
６
か
月
（
月
11
日
以

上
の
勤
務
）
が
必
要
で
す
。
な
お
、

退
職
日
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
変

わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

育
児
休
業
給
付
の
給
付
率
が
50
％

に
上
が
り
ま
す
。

平
成
19
年
３
月
31
日
以
降
に
職
場

復
帰
さ
れ
、
10
月
１
日
以
降
に
職
場

復
帰
給
付
金
の
申
請
を
す
る
人
が
対

象
で
す
。

教
育
訓
練
給
付
の
要
件
・
内
容
が

変
わ
り
ま
す
。（
10
月
１
日
以
降

に
受
講
を
開
始
す
る
人
が
対
象
）

被
保
険
者
期
間
が
３
年
以
上
の
人

に
つ
い
て
、
給
付
額
が
20
％
（
上
限

10
万
円
）
に
な
り
ま
す
。

※
初
回
に
限
り
、
被
保
険
者
期
間
が
１

年
以
上
で
受
給
可
能
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
公
共
職
業
安

定
所

22

２
５
０
０
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
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５
１
８
６
番
、
ま
た
は
滋

賀
労
働
局

０
７
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５
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６
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０
９
番

「彦根市美術展覧会」では、彦根市と近隣市町の

皆さんから公募した作品の中から、審査を経た力作

を多数展示します。

また、審査員などの作品や、過去に彦根市美術展

覧会で賞を受けている人による無鑑査作品も併せて

展示します。さわやかな秋のひとときを、美術作品

に囲まれてお過ごしください。

会　　期 10月２日 ～10月７日

開場時間 各日とも9：30～18：00

（10月７日は17：00まで）

会　　場 ひこね市文化プラザ

日 本 画　＝　メッセホール棟２階

洋　　画　＝　グランドホール棟

第１・第２リハーサル室

彫　　刻　＝　メッセホール棟３階

美術工芸　＝　メッセホール棟２階

書 ＝　メッセホール棟３階

写　　真　＝　メッセホール棟１階

入場料 無料

問い合わせ先 教育委員会

生涯学習課　 24 7971、

FAX22 3015
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彦
根
を
代
表
す
る
地
場
産
業
の
一
つ
で
あ
り
、
経
済
産
業
省
の
伝
統
的
工
芸

品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
彦
根
仏
壇
。
彦
根
市
で
は
、
彦
根
仏
壇
の
製
造
に
従
事

し
、
優
れ
た
技
術
を
持
つ
皆
さ
ん
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。
31
回
目
を
迎
え
た
今

年
は
、
次
の
４
人
の
皆
さ
ん
が
表
彰
さ
れ
ま
す
。

表
彰
式

日
時

９
月
22
日

午
前
10
時
00
分
〜

場
所

宗
安
寺
　
本
堂
（
本
町
二
丁
目
）

問
い
合
わ
せ
先

商
工
課

30
６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
１
３
９
８
番

矢
田
実
弘
さ
ん

（
長
浜
市
末
広
町
）

宮
川
孝
昭
さ
ん

（
後
三
条
町
）

木
村
数
茂
さ
ん

（
西
沼
波
町
）

礒
部
二
三
男
さ
ん

（
愛
荘
町
石
橋
）


